
障がい福祉係までお問い合わせください。

障がいの程度の変更、障がいの追加、紛失、破損などによる再交付申請もでき
ます。

手帳が交付される障がいの程度は、重い方から

（決められた用紙に身障法（身体障害者福祉法）15条指定医が
記入したもの）

肝臓機能・免疫機
能）に障がいのある方

順に１級から６級までです。

年齢・程度によ
り２年から１０年に一度更新の手続きが必要です。
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もしくは、障害年金（精神障がいによるものに限る）を受給している方は、
次のいずれかの書類の写しでも可

または直近の国庫金振込通知書

交付日

障がい福祉係までお問い合わせください。

障がい福祉係までお問い合わせください。

手
帳

身 知 精 難 児 者
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